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ための概念的枠組み」）
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要約

　2005 年の第９回締約国会議（ＣＯＰ９）で、ラムサール条約の

「湿地の賢明な利用」と「湿地の生態学的特徴」の新たな定義が決

議Ⅸ.１付属書Ａに採択されました。すなわち、

『湿地の賢明な利用とは、持続可能な開発の考え方に立って、
エコシステム

生態系アプローチの実施を通じて、その生態学的特徴の維持

を達成することである。』　ここで、

『湿地の生態学的特徴は、ある時点において湿地を特徴付ける

生態系の構成要素、プロセス、および恩恵／サービスの複合

体である。』

　従って、私たち人類が湿地を利用し、湿地の生態系サービスとそ

れによる恩恵を享受するにあたっては、図１に示すような湿地の生

態学的特徴の全体が将来にわたって維持できるように、しかしてそ

れら湿地の恩恵やサービス（図２）の全体を、現在の私たち世代だ

けでなく、将来の世代も同様に享受できるように工夫することと言

えるでしょう。

　個々の湿地において、どのように取り組むことによって、このよ

うな「湿地の賢明な利用」が達成できるのか？　条約が提供する手

引きを図３にまとめました。個々の湿地の保全管理にかかる地元行

政（市町村ならびに都道府県）の取り組みに役立てていただき、そ

のような取り組みを地元住民や市民、ＮＧＯ、民間部門のみなさん

から地元行政に働きかけたり、参加したり、協力や支援するなどご

活用ください。また地元から上位行政や国へそれらの取り組みへの

支援を求めることも個々の湿地では必要でしょう。

　ミレニアム生態系評価（ＭＡ）による人類の福利と貧困削減のた

めに生態系の恩恵／サービスを維持するための概念的枠組みを湿地

生態系に適用し、生態系とそれに変化を及ぼす直接要因や間接要因

とのあいだの相互作用のどこにラムサール条約の手引きを適用して

その悪化を食い止めようとしているのかをまとめた図が、やはり決

議Ⅸ.１付属書Ａに示されました（図４）。条約の手引きを活用する

際の一助にしましょう。

１．「湿地の賢明な利用」新しい定義（決議Ⅸ.

１付属書Ａ）

ラムサール条約の使命は『全世界における持続可能

な開発の達成に寄与するため、地方、地域及び国内

行動と国際協力を通じて、すべての湿地を保全し、

賢明に利用することである』と条約の戦略計画（決

議Ⅷ.25）に採択されています。
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このように条約が言う「湿地の賢明な利用（Wise use

of wetlands）」の定義が 2005 年の第９回締約国会議（Ｃ

ＯＰ９）で新しくなりました（決議Ⅸ.１付属書Ａ段

落 22）。新たな定義はつぎのとおりです：

『湿地の賢明な利用とは、持続可能な開発の考え

方に立って、
エコシステム

生態系アプローチの実施を通じて、

その生態学的特徴の維持を達成することであ

る。』

従って、私たち人類が湿地を利用するにあたっては、

湿地の生態学的特徴の全体が将来にわたって維持で

きるように（＝生態系アプローチ）、しかして湿地の

恩恵を、現在の私たち世代だけでなく、将来の世代

も同様に享受できるように工夫すること（＝持続可

能な開発）と言えるでしょう。

これは、ＣＯＰ９以前の定義（F コラム）から内容

的に変わったわけではありません。定義に使う用語

と文脈が近年のさまざま新しい取り組みの成果に整

合するように変えられました。生物多様性条約やヘ

ルシンキ条約、オスパール条約などによる「生態系

アプローチ（ecosystem approach）」の用語や、ミレニ

アム生態系評価の枠組みを採用した「湿地の生態学

的特徴（ecological character）」の定義などです。

図１．「湿地の生態学的特徴」の枠組み。ミレニアム

生態系評価（ＭＡ）の生態系サービスの概念図（MA.
2003．「ミレニアム生態系評価の枠組み」第 57 頁の

図２.１）を組み込んでラムサール条約の湿地の生態

学的特徴の定義を図に展開した［生態系サービスの

類型の詳細は、図２を参照］。この図のＰＰＴファイ

ル：http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/pictures/
ovwisef1.ppt.zip（14KB）。

ＣＯＰ９以前の「湿地の賢明な利用」の定義

（勧告３.３付属書）

『「湿地の賢明な利用とは、その生態系の自然特

性の維持と両立するような、人類の利益のた

めの湿地の持続可能な利用である」。

持続可能な利用とは「将来世代の必要と期待

を湿地が満たし得る可能性を維持しつつ、現

在世代に対して湿地が継続的な最大の恩恵を

与えうるように、湿地を人類が利用すること」

と定義される。

生態系の自然特性とは「例えば、土壌、水、

植物、動物及び栄養物のような、物理学的、

生物学的または化学的なその生態系の構成要

素、並びにそれらの相互作用」と定義される。』

そもそも条約第３条１に条約の締約国は『その領域

内の湿地をできる限り適正に利用する（wise use of

wetlands）』（公定訳）ことが規定されており、この条

文の規定はどうすることなのか 1971 年の条約の締結

以来議論されて、この定義が 1987 年のＣＯＰ３にお

いてまとめられたのでした。

２．「湿地の生態学的特徴」の枠組み（決議Ⅸ.

１付属書Ａ）

ＣＯＰ９による湿地の賢明な利用の定義に用いられ

る「湿地の生態学的特徴」はＣＯＰ３での定義の「（湿

地）生態系の自然特性」と同じですが、決議Ⅸ.１付

属書Ａでは『ある時点において湿地を特徴付ける生

態系の構成要素、プロセス、および恩恵／サービス

の複合体』と新たな定義が与えられました。

これはミレニアム生態系評価（ＭＡ）に基づいてお

り、図１と図２に示すような枠組みになります。

　すなわち、物理学的、生物学的、化学的な生態系

の構成要素と、それら構成要素が相互に作用する生

態学的プロセス、そのプロセスの結果として人類が

享受できる湿地生態系の恩恵やサービス、これら全

体がその湿地の生態学的特徴であるというわけです。

湿地の賢明な利用はこのような生態学的特徴の維持

というわけですから、個々の湿地における賢明な利

用の取り組みの第一歩はその生態学的特徴を総合的

に明らかにして理解することと言えるでしょう。

化学的物理学的
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生
態
学
的
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セ
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これら図１と図２は、そのような際のチェックリス

トの働きをしてくれることと思います。つまり個々

の湿地におけるこれらの生態系の構成要素やプロセ

ス、恩恵／サービスのそれぞれについて、十分な知

見が得られているかモニタリングされているか、そ

れら特徴を損なわないように保全策が計画的にどれ

にも当てられているか、その賢明な利用を高めるた

めに普及啓発（ＣＥＰＡ）活動がまんべんなく当て

られているか、チェック項目の枠組みとして利用で

きるでしょう。

３．個々の湿地におけるその「賢明な利用」

では、どのように取り組んで湿地を賢明に利用する

F 教材：「湿地の恵み

Wetland Benefits」（AW
B・IWRB・WA，1993
年）；和訳：日本野鳥

の会国際センター・ア

ジアクラブ，1996 年：

同クラブＨＰ［http://
wing-wbsj.or.jp/vclub/
asia/asia.html］に PDF
ファイルにて掲載。

工夫をしてゆけばよいのか？　条約の歴史はまさに

その工夫の方法を組み立ててきた、そしていまも組

み立てているといえるでしょう。

供給サービス

湿地生態系から得られる次のよう

な生産物：

●食物

［魚類、鳥獣、果実、穀類など

の生産］

●淡水

［飲用生活用水、産業用水、農

業用水の貯留と保持］

●繊維と燃料

［木材や薪、泥炭、飼料の生産］

●生化学的生産物

［生物相からの薬用物質などの

抽出］

●遺伝資源

［植物の病原体への抵抗性遺伝

子や、観賞植物など］

調整サービス

湿地生態系プロセスの調整機能か

ら得られる次のような恩恵：

●気候調節

［温室効果ガスの発生と吸収、

湿地周辺やその地方における

温度や降雨などの気象過程へ

の影響］

●水の調節（水流）

［地下水の涵養と排水］

●水の浄化と廃水処理

［過剰な栄養やその他汚染物質

の固定、回収、除去］

●侵食の調節

［土壌や堆積物の保持］

●自然の危険の調節

［洪水の制御や暴風からの保

護］

●花粉媒介

［花粉媒介生物の生息環境］

文化的サービス

湿地生態系から得られる物質的な

らびに非物質的な次のような恩

恵：

●精神的・霊的

［霊感の源、種々の信仰におけ

る精神的信仰的価値］

●レクリエーション

［余暇活動の機会の提供］

●美的

［多くの人が見出す湿地生態系

にある美や美的価値］

●教育

［公教育その他の教育や研修の

機会の提供］

●歴史的遺物

●伝統的生活様式と知識

支持サービス

他の生態系サービスを生み出すために必要なサービス：

●土壌生成 ●栄養循環

　［堆積物の保持や有機物の蓄積］ 　［栄養塩類の貯留、再循環、加工、獲得］

●一次生産

図２．湿地における生態系サービスの類型と例。ミレニアム生態系評価（ＭＡ）による生態系サービスの枠組

み図（MA. 2003．「生態系と人類の福利：評価の枠組み」第57 頁の図２.１）に、同統合報告書の表１（MA. 2005．
統合報告書「生態系と人類の福利：湿地と水」第２頁）の湿地における例を合わせた。この図のＰＰＴファイ

ル：http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/pictures/ovwisef2.ppt.zip（13KB）。
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湿地の生態学的特徴の把握と記載

●条約湿地情報票（ＲＩＳ）を用いて、

●湿地の生態学的特徴を明瞭に示す。

●国の責任当局を通じてＲＩＳを条約に提出す

る。

保全管理計画の策定

●条約の指針（決議Ⅷ.14）を適用した保全管理計画を

策定する。

●それは、地元住民をはじめとする利害関係者の参加を

得て策定し、

●それによって分野横断的な管理委員会の設立が導かれ

ることが望ましい。

●モニタリングに基づいて定期的に改訂する。 ＣＥＰＡ行動計画の策定

●条約の指針（決議Ⅷ.31）と追加

の手引きを適用したＣＥＰＡ行

動計画を策定する。

●それは、地元住民をはじめとす

る利害関係者の参加を得て策定

し、

●保全管理計画の策定と実施、そ

してモニタリングから見直しま

で、その効力を高めるように機

能させる。

●定期的に見直して更新する。

モニタリングと評価

●保全管理計画の一部として保全管理行動の結果や

湿地の生態学的特徴を規則的にモニタリングし

（決議Ⅵ.１）、

●保全管理計画の定例の見直しに役立てる。

↓↑

●湿地リスク評価、影響評価、脆弱性評価、湿地価

値評価、生物多様性評価など、条約の手引きを活

用した評価（決議Ⅸ.１付属書Ｅ）を保全管理行動

やモニタリングに組み入れる。

保全管理行動

●保全管理計画に基づく行動を実施する。

●参加型管理（決議Ⅷ.36）に取り組む。

↓

●必要に応じて湿地環境の再生や回復のための計画を条

約の指針（決議Ⅷ.16）を適用して策定し実施する。

住民参加

●条約の指針（決議Ⅶ.８）を適用し

た住民参加を、様々な取り組みに

組み入れる。

●そのような参加を高めるために、

ＣＥＰＡ計画を活用する。

情報の更新

●６年ごとに情報を更新してＲＩＳを条約に提出

する。

●モニタリングと評価の結果やそれに基づく保全

管理計画等の更新を盛り込む。

モントルーレコードの活用

●生態学的特徴が変化した、しつつあ

る、或いはしそうである場合には、

モントルーレコードへの登録を申請

して、国際的な支援を求める（決議

Ⅵ.１）。

国際協力

●条約の指針（決議Ⅶ.19）の下

に国際協力に貢献する。

図３．個々の湿地における賢明な利用を達成するためにラムサール条約が提供する手引きの枠組み。条約の

湿地賢明な利用ハンドブック第２版（2004）第８巻所載の図１「ラムサール条約湿地ならびにその他の湿地

の保全管理のために条約が提供するツールの統合的パッケージ概要図」にＣＯＰ９で採択された手引きを組

み込んで改変。この図のＰＰＴファイル：http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/pictures/ovwisef3.ppt.zip（15KB）。
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コラムに紹介した勧告３.３で「賢明な利用」のはじ

めての定義が採択されたのを受けて、1990 年の勧告

４.10 で「賢明な利用という概念を実行するための指

針」が、つづく 1993 年の決議５.６に「賢明な利用

の概念の実施に関する追加の手引き」が採択されま

した。これらを基礎にいっそう実践的な手引きが開

発されています。ＣＯＰ９までに開発された手引き

のうち個々の湿地において実施するに役立つものを

まとめて、個々の湿地での取り組みの枠組みを示し

たのが図３です。

この枠組みから個々の湿地で実施する「賢明な利用」

にむけた取り組みはつぎのようにまとめられます：

１．個々の湿地の生態学的特徴を全体的に把握し理

解し、人々がその湿地を利用する水準や方法がど

のように湿地の生態学的特徴に影響を及ぼすか及

ぼしているか理解する。そして、それらを条約湿

地情報票（ＲＩＳ）を用いて記載する

F ＲＩＳ2006-2008 年版およびその手引き：http://
www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop9/key_ris_j.htm。

２．条約の指針を適用した保全管理計画を策定する

F 決議Ⅷ.14「湿地管理計画策定指針」：http://www.
biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop8/key_res_viii_14_j.
htm#annex。

３．保全管理計画の下に必要に応じて、湿地環境の

再生や回復のための計画を条約の指針を適用して

策定し実施する

F 決議Ⅷ.16「湿地再生の原則と指針」：http://www.
biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop8/key_res_viii_16_j.
htm#annex。

４．保全管理計画の策定からその実施まで、条約の

指針を適用した住民参加を得て進める

F 解説「地域社会による湿地の賢明な利用に向け

て」：http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/ovinvo.
htm、

F 決議Ⅶ.８「湿地管理への地域社会及び先住民の

参加の指針」：http://www.biwa.ne.jp/%7enio/
ramsar/cop7/key_guide_indigenous_j.htm、

F 決議Ⅷ.36「参加型環境管理」：http://www.biwa.ne.
jp/%7enio/ramsar/cop8/key_res_viii_36_j.htm。

５．条約の指針や追加手引きを適用し、保全管理へ

の住民参加を高めるように企図した普及啓発（Ｃ

ＥＰＡ）行動計画を住民参加のもとに策定する

F ＣＥＰＡ行動計画づくり手引き：
http://www.biwa.
ne.jp/%7enio/ramsar/outreach/rvwapj.htm、

F 解説「ＣＥＰＡへの取り組み」：http://www.biwa.
ne.jp/%7enio/ramsar/ovcepad2.htm、

F 決議Ⅷ.31「2003-2008 年のＣＥＰＡプログラ

ム」：http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop8/
key_res_viii_31_j.htm#annex1。

６．条約の指針のもとに国際協力に貢献する活動を

企画し、アジア地域レベルの取り組みに参加し、

それらを普及啓発行動計画に組み入れて意識の向

上や住民参加の強化に役立てる

F 決議Ⅶ.19「国際協力の指針」：http://www.biwa.ne.
jp/%7enio/ramsar//cop7/key_guide_cooperate_j.htm、

F 決議Ⅸ.７「条約地域のイニシアティブ」：http://
www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop9/res_ix_07_j.
htm、

F 決議Ⅸ.19「条約地域のシンポジウム」：http://
www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop9/res_ix_19_j.
htm。

７．保全管理計画の一部として保全管理行動の結果

や湿地の生態学的特徴を規則的にモニタリングし

保全管理計画の定例の見直しに役立てる

F 決議Ⅵ.１第２.10 節「湿地モニタリング計画の

枠組み」：http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/
cop6/key_res_vi.1_j.htm#annex2。

８．湿地リスク評価、影響評価、脆弱性評価、湿地

価値評価、生物多様性評価など、条約の手引きを

活用した評価を保全管理行動やモニタリングに組

み入れる

F 決議Ⅸ.１付属書Ｅ「湿地の目録と評価ならびに

モニタリングの統合的枠組み」：http://www.biwa.
ne.jp/%7enio/ramsar/cop9/res_ix_01_annexe_j.htm。

９．生態学的特徴が変化した、しつつある、或いは

しそうである場合には、モントルーレコードを活

用することによって国際的支援も得て，その防止

や回復に取り組む

F 決議Ⅵ.１付属書第３節「モントルーレコード運

用指針」：http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/
cop6/about_mr_brisbane_j.htm。

10．これらの取り組みとその成果やモニタリングと

評価の結果、それらに基づいた各種計画の定期的

改訂を含めて、ＲＩＳを６年ごとに更新し、国の

責任当局を通じて条約に提出する。

つまり、以上に取り組むことが、個々の湿地におけ

る「賢明な利用」への道筋というわけです。
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地元

条約地域

全地球

間接変化要因

■人口要因

■経済要因（例：グロー

バリゼーション，貿易，

市場，政策枠組）

■社会政治要因（例：

統治，制度的法的枠組）

■科学技術要因

■文化信仰要因（例：

信条，消費選択）

人類の福利と貧困削減

■良好な生活のための基礎

的物質

■健康

■良好な社会関係

■安全性

■選択と行動の自由

直接変化要因

■土地利用や被陰の変

化

■種の移入や除去

■技術の適用と利用

■外部からのインプッ

ト（例：肥料，害虫防除，

潅漑）

■収穫や資源消費

■気候変動

■自然の，物理的，生

物学的変化要因（例：

進化，火山活動）地球上の生命－生物多様性

特になし

○賢明な利用指針

○ＣＥＰＡ指針

○国際協力指針

○泥炭地行動計画

○河川流域管理指

針

○目録・評価・モ

ニタリング枠組

○水関連枠組

○統合的沿岸域管

理指針

○国家湿地政策指針

○法的枠組指針

○河川流域管理指針

○水関連枠組

○統合的沿岸域管理指針

特になし

特に

なし生態系の恩恵／サービス

供給

サービス

(例：食料，

 水，繊維，

 燃料)

調整

サービス

(例：気候

 調節，水，

 病気)

文化的

サービス

(例：精神

 的，美的，

 余暇，教

 育)

支持サービス
（例：一次生産，土壌生成）

○地元参加指針

○湿地管理指針

○条約湿地指定指針

○目録・評価・モニ

タリング枠組

○水関連枠組

○国際協力指針

図４．湿地の賢明な利用とその生態学的特徴の維持のために適用するラムサール条約の手引きの枠組み。ミレ

ニアム生態系評価（ＭＡ）の概念的枠組みに基づく湿地の賢明な利用とその生態学的特徴の維持の枠組みの基

本図において、矢印で示される影響に対して適用できるラムサール条約の手引きを位置づけた、決議Ⅸ.１付属

書Ａの図１に、ＣＯＰ９で採択された手引きを加え、ＭＡの枠組みの生態系の恩恵／サービスの図を組み込ん

で改変。この図のＰＰＴファイル：http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop9/prdoc3f1.ppt.zip（14KB）。
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河川流域や沿岸域の統合的な保全管理へむけて

ラムサール条約では個々の湿地が含まれる河川流域

や沿岸域を統合的に保全するための指針も策定して

います

F 解説「ラムサール条約における河川流域管理と湿

地管理の統合に関する取り組み」：http://www.biwa.
ne.jp/%7enio/ramsar/ovrive.htm、

F 決議Ⅷ.４「統合的沿岸域管理指針」：http://www.
biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop8/key_res_viii_04_j.
htm#annex。

これらは個々の湿地だけで取り組める問題ではあり

ませんが、個々の湿地からその河川流域や沿岸域全

体への統合的管理の実現に向けた働きかけや、なん

らかの取り組みがすでに存在している場合は積極的

に参加したり相互協力することを、個々の湿地の保

全管理計画や普及啓発（ＣＥＰＡ）行動計画の一環

に位置づけて取り組むことが必要でしょう。

４．湿地の賢明な利用を達成するために条約が

提供する手引きの全体的な枠組み

ＣＯＰ９で採択された決議や手引きには、2001－2005

年に世界的に取り組まれた「ミレニアム生態系評価

（ＭＡ）」（F コラム）の成果が色濃く反映されてい

ます。このページに紹介する決議Ⅸ.１付属書Ａもそ

のひとつです。

ＭＡの生態系評価では、人類の福利と貧困削減のた

めに生態系が提供する恩恵やサービスと、それら恩

恵やサービスを支える生物多様性、並びにそれらに

影響するさまざまな直接変化要因と間接変化要因の

相互作用が、地元レベル（個々の湿地レベル）から

全地球レベルまでの多段階にまた段階間で働いてお

り、それら相互作用に適切な策／人為的干渉を適用

することによって人類の福利と貧困削減を確保しよ

うとする枠組みが示されました。

このＭＡの枠組みを湿地生態系にあてはめ、ラムサ

ール条約が提供する手引きや指針を、どの相互作用

に適用して湿地生態系の悪化を食い止め、人類の福

利と貧困削減に貢献しようとしているのかが、同付

属書Ａの図１「湿地の賢明な利用とその生態学的特

徴の維持の概念的枠組み」にまとめられました（Ｍ

Ａ統合報告書「湿地と水」（MA 2005）の図４にもレ

ミレニアム生態系評価（ＭＡ）

　ミレニアム生態系評価「Millenium Ecosystem

Assessment (MA)」は国連の呼びかけで 2001－2005

年に実施された世界的プロジェクトで、生態系の変

化が人間生活や環境に与える影響の科学的情報やそ

れらの変化に対応してとりうる選択肢を、政策決定

者や一般の人々に提供しようと立案されたもので

す。

　ラムサール条約は 2002 年の決議Ⅷ.25「ラムサー

ル条約 2003－2008 年戦略計画」で、このプロジェク

トに条約として参画し、その結果をＣＯＰ９に持ち

帰り活用することを採択しました（同戦略計画行動

１.２.１、１.２.６）。これに従って条約事務局長なら

びに科学技術検討委員会（ＳＴＲＰ）議長がプロジ

ェクトの評議員に加わりました。

　同プロジェクトは、（全地球規模の）グローバル評

価と 18 地域を選定したサブグローバル評価の多段階

で実施され、後者にはスウェーデンのヘリェオ川流

域、パプアニューギニアの海岸・サンゴ礁、メコン

川流域、コスタリカのチリポ川流域などの湿地環境

も含まれました。これらの全地球規模および各地域

の生態系について「現状と傾向」、「将来のシナリ

オ」、「政策対応」、「多段階評価」、「政策決定者のた

めのまとめ」の各報告書がつくられ、全体のまとめ

として理事会声明「我々の持てるものを超えた生活：

自然の資産と人類の福祉」が 2005 年３月に発表され

ました。

　そして、ラムサール条約の実施を支援するための

統合報告書「生態系と人類の福祉：湿地と水」がま

とめられ、同統合報告書チームのＲ．ドクルツ氏（元

条約事務局アジア地域担当職員）が 2005 年のＣＯＰ

９全体会合でその成果を報告しました。

　ＭＡ公式ウェブサイト（www.millenniumassessment.

org 及び www.maweb.org（掲載内容は同じです）、英

語）から各種英文報告書がダウンロードできます。

イアウトの異なる同じ図があります）。

　同図では日本では出版物になっていない「ラムサ

ール条約賢明な利用ハンドブック第２版」の巻番号

で条約の手引きが示されており、またＣＯＰ９で採

択された新たな手引きはまだ組み入れられていませ

ん。そこで、ハンドブック巻番号を各手引きに直し、
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ＣＯＰ９の新たな手引きも追加したものを、ここで

図４に試作しました。

この図４に示される枠組みは、（個々の湿地に限ら

ず）湿地環境全体の賢明な利用の達成に向けた条約

の現存の手引きの全体的な枠組みとして理解できる

ことでしょう。

　間接変化要因から直接変化要因への作用、直接変

化要因から湿地生態系への作用、湿地生態系の生物

多様性によるその生態系の恩恵やサービスの支持、

そしてそれら恩恵やサービスによる人類の福利と貧

困削減への貢献、また段階間の相互作用に対して、

これまでに策定された条約の手引きが適用しうると

いうことがわかります。

　本ＨＰの「第９回締約国会議までの主要な決議・

勧告の一覧」のページにもこの図を置いてあります

ので、条約の各種手引きを参照する際の一助にして

ください。

F 第９回締約国会議までの主要な決議・勧告の一覧：
http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop9/
prdoc3.htm。
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